
     【資料第５号】 

１ 

子どもの貧困対策計画の策定等の検討状況について 

 

 

１ 概要 

  地域福祉保健計画の分野別計画である子育て支援計画に関連する、子どもの貧困対

策計画の策定と、子ども・子育て支援事業計画の見直しに係る検討状況を報告する。 

 

２ 子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども部会の開催状況 

 【第１回（令和４年８月１日）】 

  ・子どもの貧困対策計画の策定について 

・子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

・子育て支援計画（進行管理対象事業）の進捗状況について 

  ・その他 

 

３ 計画の検討状況 

⑴ 子どもの貧困対策計画の策定について       別紙１のとおり  

⑵ 子ども・子育て支援事業計画の見直しについて   別紙２のとおり 

※ 資料は、現時点での検討状況であり、今後検討を進める中で、内容が変わることが

あります。 

 

４ 今後のスケジュール（案） 

令和４年９月 議会報告（子ども・子育て支援調査特別委員会） 

９～10月 パブリックコメント（子どもの貧困対策計画） 

10月 第２回子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども部会 

令和５年１月 第３回子ども・子育て会議及び地域福祉推進協議会子ども部会 

第３回地域福祉推進本部、第３回地域福祉推進協議会 

２月 議会報告（子ども・子育て支援調査特別委員会） 

３月 追補版納品 
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子どもの貧困対策計画の策定について 

 

 

１ 概要 

子どもの貧困対策の推進に関する法律（平成 25 年法律第 64 号）第９条第

２項に規定する市町村計画（以下「子どもの貧困対策計画」という。）につい

て、令和３年度に実施した子どもの生活状況調査等を踏まえ、子育て支援計画

に追補します。 

 

２ 基本的な考え方 

本区では、「文の京」総合戦略及び子育て支援計画に基づき、これまでも子

どもの貧困対策を総合的に推進してきたことから、これらの計画における方向

性等を維持し、子育て支援計画が子どもの貧困対策計画を内包するものとして、

計画事業の整理・検討を行います。 

なお、計画事業の整理・検討に当たっては、子どもの生活状況調査の結果を

踏まえることとします。 

 

３ 現行の子育て支援計画の体系と「子どもの貧困対策」に係る計画事業 

別紙１-１のとおり 

 

４ 検討状況 

別紙１-２のとおり 

                                                   
 「文の京」総合戦略 重要性・緊急性が高い優先課題（主要課題）を明らかにした重点化

計画で、区の最上位の計画に位置付けられています。「文の京」総合

戦略では、「子どもの貧困対策」を主要課題の一つに挙げ、課題解決

に向けて複数の計画事業を展開しています。 

【資料第５号別紙１】 
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現行の子育て支援計画の体系と「子どもの貧困対策」に係る計画事業 

 

 

別紙１－１ 

中項目

１ 児童虐待防止対策の充実中項目

中項目 3 組織横断的な相談体制の構築

計　画　事　業

２ 児童相談所設置に向けた取組

１ 生活困窮者自立支援法に基づく学習支援

２ 入学支度資金融資あっせん

16 母子家庭自立支援事業

17 母子生活支援施設

18 母子・女性緊急一時保護事業

19 母子及び父子福祉資金

11 児童育成手当（障害手当）の支給

12 児童扶養手当の支給

13 児童育成手当（育成手当）の支給

14 ひとり親家庭等医療費助成

15 母子・父子自立支援員

３ 奨学資金給付金制度

４ 就学援助

５ 塾代等助成事業

８ 子育て支援事業利用者負担軽減補助

９ 福祉手当の支給

10 特別児童扶養手当の支給

６ 学校給食補助

７ 子ども宅食プロジェクト事業

大項目

大項目

大項目

子

育

て

支

援

計

画

２ より良い子育てを支援する取組

５ 地域社会全体で子どもを育む体制の構築

６ 子どもを守る安全・安心なまちの環境整備

１ 子どもの健やかな成長の支援

大項目

大項目

３ 子どもの生きる力・豊かな心の育成

４ 安心して育ち、子育てできる支援体制づくり

大項目

中項目 ４ 子どもの貧困対策
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検討状況（子育て支援計画への追補事項） 

 

１ 子育て支援計画の性格・構成 

本計画は、本区の福祉保健を推進するための基本となる総合計画である「地

域福祉保健計画」の分野別計画の１つであると同時に、次世代育成支援対策推

進法第８条第１項の規定により定める文京区の行動計画、子ども子育て支援法

第 61 条第１項の規定により定める子ども・子育て支援事業計画及び子どもの

貧困対策の推進に関する法律第９条第２項の規定に定める子どもの貧困対策

計画としての性格も併せもつものです。 

 

法律に基づく計画名 根拠法令 本区における計画名 

次世代育成支援行動計画 
次世代育成支援対策推進法 

第８条第１項 

子育て支援計画 子ども・子育て支援事業計画 
子ども・子育て支援法 

第 61 条第１項 

子どもの貧困対策計画 
子どもの貧困対策の推進に 

関する法律第９条第２項 

 

 

別紙１－２ 



4 

２ 「子どもの貧困対策」に係る計画事業 

 

  ４－４－１ 生活困窮者自立支援に基づく学習支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－２ 入学支度資金融資あっせん 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－３ 奨学資金給付金制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 生活困窮等の理由により、学習環境・生活環境に課題のある

子ども及び保護者に対し、学習面及び生活面の支援を総合的に

行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

事業概要 

 広く教育の機会の均等を図り有用な人材を育成することを目

的に、区と協定を締結した取扱金融機関による融資をあっせん

し、区が利子補給（貸付利子年 2.9％、保証料を含む。）を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

事業概要 

 有用な人材を育成することを目的に、経済的理由により修学

困難な生徒に対し、高等学校等へ入学するに当たり、奨学金を

給付する。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 
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  ４－４－４ 就学援助 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－５ 塾代等助成事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－６ 学校給食補助 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 
 経済的な理由により就学が困難な児童・生徒に対して、就学

に必要な費用（給食費、学用品費等）の援助を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 

事業概要 

 就学援助補助対象世帯（生活保護受給世帯を除く。）で、中学

２年生又は３年生の生徒の保護者に対し、学習塾等の学校外学

習にかかる費用の助成を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

    ○ 

事業概要 

 特別支援学級に在籍する児童・生徒を扶養している保護者及

び児童・生徒を扶養しているひとり親家庭の保護者であって、

一定の所得基準未満の世帯に対して、給食費の補助を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

   ○ ○ 
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  ４－４－７ 子ども宅食プロジェクト事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 子どものいる生活困窮世帯（児童扶養手当・就学援助受給世

帯等）のうち、希望する世帯に対し企業等から提供を受けた食

品等を配送する。定期配送をきっかけに、子どもとその家族を

必要な支援につなげ、地域や社会からの孤立を防いでいく。 

計画目標 

実績（令和 3年度） 計画内容 

 宅食を希望する全ての世帯

に、定期便と特別便を合わせて

年 7回の配送を行った。（延べ

4,746世帯） 

 また、手渡し率向上による見

守り強化のため、子ども宅食で

は初となる冷凍便を含む特別

便を配送し、食支援に重点をお

いた施策を実施するとともに、

図書カードの配付を行った。 

 利用者アンケートを通じて、

ニーズを把握するとともに、関

係課との連携を一層深め、必要

な支援を行う。 

 また、支援対象拡大や子ども

の年齢や人数に応じて食品の

配送量を調整する取組につい

ては、配送を行う団体の業務量

等を考慮しつつ、実施につい

て、コンソーシアムにおいて検

討する。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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  ４－４－８ 子育て支援事業利用料等助成制度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※ 子育て支援事業利用者負担軽減補助は、令和４年４月から子育て支援事業利用料等助成

制度に名称を変更しました。 

 

  ４－４－９ 福祉手当の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 前年度において住民税非課税の世帯や生活保護を受けている

世帯を対象として、各種子育て支援サービスを利用した際の利

用料の一部又は全額を助成し、経済的な負担の軽減を図る。 

【対象事業】 

 ・一時保育事業（キッズルーム） 

 ・ファミリー・サポート・センター事業 

 ・おうち家事・育児サポート事業 

 ・病児・病後児保育事業 

 ・ベビーシッター利用料助成制度 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○  

事業概要 

 心身に障害のある方に対し、自立した地域生活を送るための

一助となるように、心身障害者等福祉手当（区制度）・特別障害

者手当等（国制度）・重度心身障害者手当（都制度）を支給する。

（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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  ４－４－１０ 特別児童扶養手当の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１１ 児童育成手当（障害手当）の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１２ 児童扶養手当の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 心身に一定程度以上（身体障害者手帳１～３級（一部４級）

又は愛の手帳１～３度程度）の障害等がある満 20歳未満の児童

の養育者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 心身に一定程度以上（身体障害者手帳１・２級、愛の手帳１

～３度程度、脳性マヒ又は進行性筋萎縮症）の障害のある満 20

歳未満の児童の養育者に手当を支給する。（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 ひとり親家庭等に養育されている児童の心身の健やかな成長

に寄与し、児童福祉の増進を図るため、児童扶養手当を支給す

る。（児童扶養手当法に基づく国の制度） 

【対象】18歳に到達した年度の末日以前（身体障害者手帳１～

３級又は愛の手帳１～３度程度の障害を有する場合は 20 歳未

満）の児童を養育しているひとり親家庭等（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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  ４－４－１３ 児童育成手当（育成手当）の支給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１４ ひとり親家庭等医療費助成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 ひとり親家庭等に養育されている児童の心身の健やかな成長

に寄与し、児童福祉の増進を図るため、児童育成手当を支給す

る。（児童育成手当条例に基づく区の制度） 

【対象】18歳に到達した年度の末日以前（身体障害者手帳１～

３級又は愛の手帳１～３度程度の障害を有する場合は 20 歳未

満）の児童を養育しているひとり親家庭等（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 ひとり親家庭等の保健の向上と福祉の増進を目的として、児

童とその養育者の医療費自己負担分のうち、一部又は全部を助

成する。 

【対象】18歳に到達した年度の末日以前（身体障害者手帳１～

３級又は愛の手帳１～３度程度の障害を有する場合は 20 歳未

満）の児童を養育しているひとり親家庭等（所得制限あり） 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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  ４－４－１５ 母子・父子自立支援員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１６ 母子家庭自立支援事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１７ 母子生活支援施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 ひとり親家庭等に必要な情報提供や相談支援を行う。 

 また、自立に向けて、母子及び父子福祉資金の貸付け、母子

家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業並びに母

子生活支援施設の入所の支援を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 児童扶養手当受給水準にあるひとり親家庭の父母が、より収

入が高く安定した職に就くことができるよう、就職に有利な資

格取得の支援として「母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練

給付金事業」及び「母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給

付金等事業」を実施する。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子が、養育

すべき児童（18歳未満）の福祉に欠けることがある場合、本人

からの申し込みにより実情を調査し、必要があると認められる

場合に母子生活支援施設において母子保護を実施する。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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  ４－４－１８ 母子・女性緊急一時保護事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ４－４－１９ 母子及び父子福祉資金 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業概要 

 配偶者等の暴力被害からの避難等で緊急に施設での保護が必

要な母子や女性に、一時的に公的施設のほか、近隣のホテルや

民間のシェルターを活用した保護、相談及び援助を行う。 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

○ ○ ○ ○ ○ 

事業概要 

 ひとり親家庭等に対し、経済的自立、生活意欲の助長及び児

童の福祉を増進するために必要とする資金を貸し付ける。 

【対象】20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭等 

対象ライフ

ステージ 

妊娠期 
就学前 

（3歳未満） 

就学前 

（3歳以上） 
小学生 中高生 

 ○ ○ ○ ○ 
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子ども・子育て支援事業計画の見直しについて 

 

 

１ 概要 

子育て支援計画に内包される「子ども・子育て支援事業計画」について、令

和４年度が計画期間の中間年度に当たることから、見直しの検討を行います。 

 

２ 基本的な考え方 

最新の人口統計等により人口推計、ニーズ量の再算定を行い、計画に定める

量の見込みが大きく変動する場合は、計画の見直しを行います。ただし、新型

コロナウイルス感染症等の影響により、今後のニーズ量の想定が困難であり、

計画の見直しの必要性を判断できない場合は、その限りではありません。 

 

３ 出生数及び合計特殊出生率について 

別紙２-１のとおり 

 

４ 人口推計の再算定結果について 

別紙２-２のとおり 

 

５ 幼児期の教育・保育等のニーズ量の再算定結果について 

別紙２-３のとおり 

【資料第５号別紙２】 



 

２ 

○出生数の推移 

 

文京区の出生数は、多少の増減は見られるものの、令和２年までは横ばいの傾向が続いて

いましたが、令和３年は大きく減少し、1,884 人でした。 

※ 「住民基本台帳法の一部を改正する法律」の施行に伴い、施行日（平成 24 年７月９日）以降の数値に外 
国人住民を含む。 

【資料】「文京の統計」を基に作成。 
 

 

○合計特殊出生率の推移 

  

令和３年の合計特殊出生率は、「令和３年（2021）人口動態統計月報年計（概数）の概況」

によると、全国では 1.30、東京都では 1.08 となっています。文京区の令和３年の合計特殊

出生率については、人口動態統計の結果を集計し、令和４年秋頃に算出予定です。 

 

【資料】「ぶんきょうの保健衛生」（令和２年分以前）、「令和３年人口動態統計月報年計（概数）の概況」 
（厚生労働省）（令和３年分）を基に作成。 
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→　　推　計

H22.4.1 H23.4.1 H24.4.1 H25.4.1 H26.4.1 H27.4.1 H28.4.1 H29.4.1 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1

0 1,599 1,594 1,650 1,686 1,805 1,939 1,977 2,087 1,972 2,032 1,996 1,943 1,793 1,825 1,842 1,853

1 1,545 1,643 1,616 1,662 1,738 1,862 1,974 1,971 2,124 1,987 2,088 1,985 1,929 1,807 1,836 1,853

2 1,457 1,553 1,621 1,645 1,689 1,757 1,877 1,977 1,949 2,147 1,984 2,070 1,964 1,920 1,802 1,826

3 1,445 1,497 1,568 1,667 1,673 1,725 1,783 1,904 2,000 2,019 2,187 2,011 2,061 1,994 1,950 1,823

4 1,331 1,486 1,501 1,599 1,695 1,712 1,747 1,806 1,930 2,041 2,066 2,189 2,011 2,085 2,017 1,969

5 1,342 1,339 1,497 1,531 1,623 1,725 1,719 1,759 1,850 1,950 2,092 2,069 2,219 2,042 2,113 2,045

6 1,402 1,425 1,367 1,553 1,588 1,678 1,819 1,777 1,810 1,956 2,058 2,157 2,154 2,315 2,136 2,204

7 1,334 1,401 1,420 1,382 1,566 1,601 1,697 1,823 1,809 1,839 1,968 2,069 2,169 2,176 2,335 2,151

8 1,341 1,333 1,407 1,408 1,383 1,572 1,617 1,683 1,825 1,827 1,868 1,973 2,061 2,180 2,189 2,348

9 1,401 1,340 1,343 1,418 1,442 1,395 1,563 1,634 1,690 1,856 1,845 1,868 1,990 2,078 2,199 2,204

10 1,385 1,411 1,356 1,353 1,431 1,456 1,419 1,582 1,656 1,699 1,870 1,840 1,864 1,999 2,084 2,204

11 1,321 1,386 1,418 1,369 1,363 1,438 1,472 1,413 1,582 1,687 1,717 1,869 1,844 1,875 2,014 2,095

12 1,346 1,337 1,398 1,413 1,409 1,402 1,457 1,492 1,443 1,608 1,694 1,739 1,879 1,866 1,894 2,032

13 1,273 1,344 1,348 1,400 1,429 1,409 1,410 1,455 1,493 1,449 1,602 1,681 1,723 1,873 1,859 1,884

14 1,328 1,276 1,332 1,347 1,376 1,425 1,417 1,418 1,451 1,489 1,441 1,592 1,668 1,714 1,863 1,848

20,850 21,365 21,842 22,433 23,210 24,096 24,948 25,781 26,584 27,586 28,476 29,055 29,329 29,749 30,133 30,339

138,449 140,271 140,439 139,855 141,030 142,790 144,257 146,380 148,701 152,485 155,150 154,081 154,226 155,910 157,348 158,371

37,894 37,912 38,510 39,835 40,821 41,656 42,246 42,522 42,895 43,008 43,307 43,517 43,663 43,841 44,093 44,399

197,193 199,548 200,791 202,123 205,061 208,542 211,451 214,683 218,180 223,079 226,933 226,653 227,218 229,500 231,574 233,109

■令和４年度に再算定した人口推計結果

生産年齢人口

（15～64歳）
高齢人口

（65歳～）

合　　　　計

※上記の人口推計結果は、「子ども・子育て支援事業計画における量の見込み（ニーズ量）」を算定するため、「市町村子ども・子育て支援事業計画における『量の見込み』の算出等のための手引き」（内閣府）等に基づ

き推計したものです。そのため、他の計画で使用する人口推計値と異なる場合があります。また、推計に使用した出生率は、国の人口動態統計などで公表される合計特殊出生率とは異なります。

年少人口小計

年　　　齢

年少人口

（0～14歳）

実　数　　←

計画期間

別紙２－２
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※令和４年度に推計を行った、令和６年度までの推計人口をもとにニーズ量を再算定したもの

１号 １号 １号 １号 １号

教育

希望

教育

希望

教育

希望

教育

希望

教育

希望

3歳

以上
0歳 1-2歳

3歳

以上
0歳 1-2歳

3歳

以上
0歳 1-2歳

3歳

以上
0歳 1-2歳

3歳

以上
0歳 1-2歳

教育

希望

左記

以外

教育

希望

左記

以外

教育

希望

左記

以外

教育

希望

左記

以外

教育

希望

左記

以外

① 2,169 765 3,093 818 2,773 2,198 775 3,134 844 2,835 2,194 773 3,127 871 2,886 2,248 792 3,204 896 2,979 2,303 812 3,283 929 3,069

② 2,092 737 2,982 707 2,480 2,078 733 2,962 713 2,421 1,995 703 2,844 717 2,448

▲ 102 ▲ 36 ▲ 145 ▲ 164 ▲ 406 ▲ 170 ▲ 59 ▲ 242 ▲ 183 ▲ 558 ▲ 308 ▲ 109 ▲ 439 ▲ 212 ▲ 621

認定こども園 33 33 6 21 33 33 6 21 33 33 6 21 113 60 33 6 54 113 60 33 6 54

区立幼稚園 705 328 - - - 705 328 - - - 705 328 - - - 610 262 - - - 610 262 - - -

私立幼稚園 1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 1,708 439 - - - 1,708 439 - - -

国立大学付属幼稚園 114 - - - - 114 - - - - 114 - - - - 114 - - - - 114 - - - -

区立認可保育園 - - 1,082 141 633 - - 1,082 141 633 - - 1,082 141 633 - - 1,068 141 611 - - 1,068 141 611

私立認可保育園 - - 2,734 501 1,694 - - 3,012 564 1,873 - - 3,295 624 2,049 - - 3,389 624 2,049 - - 3,389 624 2,049

臨時保育所定期利用保育 - - 63 9 77 - - 42 9 78 - - 21 9 76 - - - - - - - - - -

東京都認証保育所 - - 27 39 128 - - 27 39 128 - - 27 39 128 - - 27 39 128 - - 27 39 128

企業主導型保育事業 - - 14 18 34 - - 14 18 34 - - 14 18 34 - - 14 18 34 - - 14 18 34

その他の認可外保育施設 - - - 8 21 - - - 8 21 - - - 8 21 - - - 8 21 - - - 8 21

家庭的保育事業 - - - 4 8 - - - 4 8 - - - 4 8 - - - 4 8 - - - 4 8

小規模保育事業 - - - 62 193 - - - 80 232 - - - 98 271 - - - 98 271 - - - 98 271

事業所内保育事業 - - - 4 15 - - - 4 15 - - - 4 15 - - - 4 15 - - - 4 15

居宅訪問型保育事業 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1 - - - - 1

2,560 767 3,953 792 2,825 2,560 767 4,210 873 3,044 2,560 767 4,472 951 3,257 2,545 761 4,531 942 3,192 2,545 761 4,531 942 3,192

④ 391 2 860 ▲ 26 52 362 ▲ 8 1,076 29 209 366 ▲ 6 1,345 80 371 297 ▲ 31 1,327 46 213 242 ▲ 51 1,248 13 123

⑤ 468 30 1,490 244 777 467 28 1,569 229 771 550 58 1,687 225 744

（単位：人）

幼児期の教育・保育の量の見込みと確保方策の実施時期

項　　　　　目

令和2年度（R3.4.1時点） 令和3年度（R4.4.1時点） 令和4年度（R5.4.1時点） 令和6年度（R7.4.1時点）

２号 ３号 ２号 ３号 ２号 ３号 ２号 ３号 ２号

令和5年度（R6.4.1時点）

３号

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

保育の

必要性あり

３歳

以上

３歳

以上

３歳

以上

３歳

以上

３歳

以上

③－①

（確保の方策－策定時の量の見込み）

③ー②

（確保の方策－再算定時の量の見込み）

＜令和元年度計画策定時＞

量の見込み（ニーズ量）

＜令和４年度再算定時＞

量の見込み（ニーズ量）

②－①

（令和４年度再算定時ニーズ量と令和元年度

計画策定時ニーズ量との差）

③

確

保

の

方

策

（

計

画

策

定

時

）

教

育

保

育

施

設

地

域

型

保

育

事

業

合　　計
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小学校低学年

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

策定時 772人 821人 831人 898人 835人

再算定 819人 881人 813人

策定時 582人 605人 644人 651人 703人

再算定 637人 639人 686人

策定時 477人 514人 536人 569人 576人

再算定 534人 565人 567人

① 策定時 1,831人 1,940人 2,011人 2,118人 2,114人

② 再算定 1,990人 2,085人 2,066人

育成室の整備（低学年） ③ 策定時 1,862人 1,942人 2,022人 2,120人 2,120人

④ ③－①（確保方策ー計画策定時の量の見込み） 31人 2人 11人 2人 6人

⑤ ③－②（確保方策ー再算定時の量の見込み） 32人 35人 54人

小学校高学年

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

策定時 103人 104人 113人 117人 124人

再算定 111人 116人 123人

策定時 81人 81人 81人 88人 91人

再算定 81人 86人 90人

策定時 84人 93人 92人 93人 100人

再算定 90人 92人 99人

① 策定時 268人 278人 286人 298人 315人

② 再算定 282人 294人 312人

放課後全児童向け

事業の充実
③

日数・時間の充実（全校）

④ ③－①（確保方策ー計画策定時の量の見込み）

⑤ ③－②（確保方策ー再算定時の量の見込み）

地域子ども・子育て支援事業（うち、放課後児童健全育成事業）の量の見込みと確保方策の実施時期

量の見込み（ニーズ量）と確保方策の実施時期

量
の
見
込
み

項目

利用児童数（２年生）

利用児童数（１年生）

利用児童数（３年生）

計

低
学
年

確保方策が数値ではないため、

充足量・不足量の算出不可。

確保方策

確保方策

量の見込み（ニーズ量）と確保方策の実施時期

項目

量
の
見
込
み

高
学
年

利用児童数（４年生）

利用児童数（５年生）

利用児童数（６年生）

計

別紙２-３
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